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令和３年１１月農業委員会定例総会議事録

令和３年１１月農業委員会定例総会を令和３年１１月２９日（月）午後３時から

日向市役所 第１・２・３委員会室において開催する。

農業委員の出欠

出 席 委 員（１４名）

１番 股 野 満 男 ２番 細 川 豪 邦

３番 黒 木 耕 作 ４番 治 田 健

５番 那 須 成 章 ６番 鈴 野 淺 夫

７番 松 木 親 則 ８番 甲 斐 英 教

９番 山 本 孝 志 １０番 溝 口 秀 樹

１１番 海 野 善 文 １２番 寺 原 勝

１３番 安 藤 嘉 弥 １４番 田 原 千 春

欠 席 委 員（なし）

農地利用最適化推進委員の出席者

出 席 委 員（１６名）

１５番 黒 木 藤 市 １６番 黒 木 豊 喜

１７番 黒 木 幸 義 １８番 野 田 正 明

１９番 黒 木 眞壽美 ２０番 佐 藤 力

２１番 菊 田 泰 徳 ２２番 山 口 佐知男

２３番 安 藤 政 廣 ２４番 児 玉 恭 司

２５番 直 野 廣 義 ２６番 黒 木 和 男

２７番 黒 木 義 行 ２８番 赤 木 康

２９番 矢 野 陸 男 ３０番 橋 口 泉

事務局出席者

事 務 局 長 黒 木 秀 樹 事務局長補佐 野 別 浩 三

主 任 主 事 井 本 彩
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日程第１ 議事録署名者の指名

４番 １０番

日程第２ 議案第７２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議案第７３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

議案第７４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による利用権設定に係

る農業委員会の決定について

議案第７５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による所有権移転に係

る農業委員会の決定について

議案第７６号 農地法第１８条による許可申請について

議案第７７号 非農地証明願いについて

議案第７８号 農地法第３条第１項目的の買受適格証明願いについて

報告第５４号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出について

報告第５５号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出について

報告第５６号 取消願について

報告第５７号 農地法第５条第１項第７号の買受適格証明願いについて

その他
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以上、会議の顛末を記し、記録に相違ないことを認めここに署名する

会 長 印

４ 番 印

１０ 番 印
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議事録

開 会 午後３時００分

議長

事務局

議長

それでは、ただいまから令和３年日向市農業委員会１１月定例総会を開会し

ます。

なお、いつもお願いしておりますが、携帯電話の電源を切るかマナーモード

に設定してください。次に、私語を慎んでください。また、発言をされる際

は、議席番号を言ってから発言してください。議事録作成に支障を来しますの

で、よろしくお願いします。

それでは、まず、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名

委員に４番委員、１０番委員を指名します。よろしくお願いします。

次に、日程第２、議案審議に入ります。

まず、議案第７２号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」

であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

資料の２ページをご覧ください。

農地法第３条第１項の規定による許可申請について。

受付番号４９番、土地の所在地、東郷町、地目は田、地積は８１６㎡外１筆

で、田の合計が２，９８３㎡です。譲受人の譲受理由は規模拡大、譲渡人の譲

渡理由は農業廃止となっておりますが、譲渡人がつい最近この農地を相続され

たということで、長年農業をされていなかったので譲受人に相談したところ、

快く引き受けてくださったということで、所有権有償による移転ということ

で、今回申請をされました。譲受人は、現在２万４，７０１㎡を経営されてお

りまして、下限面積を満たしております。

農地法第３条第１項の規定による許可申請でございまして、同法の第２項の

各号には該当いたしません。

続きまして、受付番号５０番、土地の所在地、美々津町、地目が田、地積が

５４７㎡です。譲渡人は、共有者３名です。譲受人の譲受理由が規模拡大、譲

渡理由は相手方の要望となっております。譲受人が規模拡大を希望されており

まして、売買にてこちらの農地を取得したいということでご相談がありまし

て、譲渡人が快く引き受けてくださったということで、今回申請をされており

ます。譲受人は、現在１万１，９９７㎡を経営されておりまして、下限面積を

満たしております。

農地法第３条第１項の規定による許可申請でございまして、同法の第２項の

各号には該当いたしません。

受付番号５１番、土地の所在地は平岩、地目は田、地積は１，１８０㎡で

す。譲受人の譲受理由が規模拡大、譲渡人の譲渡理由が耕作不便となっており

ます。こちら、通うには少し遠いということで、譲受人と譲渡人はご親戚関係

に当たるそうなんですけれども、譲受人に相談したところ、快く引き受けてく

ださったということで、所有権有償での移転となっております。譲受人は現在

１万２，６２０㎡を経営されておりまして、下限面積を満たしております。

農地法第３条第１項の規定による許可申請でございまして、同法の第２項の

各号には該当いたしません。

以上３件、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号４９担当の６番委員及び３０番委員から、補足があれば説明
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議長

６番委員

３０番委員

議長

１３番委員

２３番委員

議長

８番委員

２４番委員

議長

議長

事務局

をお願いします。

６番委員です。

譲受人は地域でも大々的に受託作業等を行うなど、積極的に農業を営んでお

ります。問題ありません。

３０番です。

問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号５０担当の１３番委員及び２３番委員から、補足があれば説明を

お願いします。

１３番委員です。

問題ありません。

２３番です。

問題ないと思います。

ありがとうございました。

次に、番号５１担当の８番委員及び２４番委員から、補足があれば説明をお

願いします。

８番委員です。

問題ありません。

２４番委員です。

問題ありません。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質問等はご

ざいませんでしょうか。

それでは、ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第７４号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

利用権設定に係る農業委員会の決定について」であります。

申し訳ありません。

次に、議案第７３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。申し訳ありませんでした。

資料の４ページをご覧ください。

まず初めに、資料の訂正をお願いします。

受付番号が１番となっておりますが、すみません、２６番の間違いです。２

６と訂正をお願いいたします。
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事務局

議長

２番委員

２０番委員

議長

議長

事務局

土地の所在地、塩見、地目が田、地積が５７８㎡です。こちらは、譲受人が

市発注の公共事業を行うに当たり、現場事務所を置くための一時転用です。権

利の種類は使用貸借権となっておりまして、転用目的は、現場事務所、倉庫、

仮設トイレの一時転用となっております。トイレはくみ取り式で、水道等の設

置は行わないということで、生活雑排水等は出ないということです。期間とし

ては、許可後からおおむね来年の３月末には終わる見込みなんですけれども、

期間としては一応５月末を予定して取っております。

申請地は、農業振興地域内の農用地ではありますが、農業畜産課へ照会した

ところ、日向市農業振興地域整備計画上の支障はない旨の意見書が提出されて

おります。

農地法第５条第１項の規定に基づき申請されるもので、周辺農地への影響は

ないものと考えられます。

以上１件、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号２６担当の２番委員及び２０番委員から、補足があれば説明

をお願いします。

２番委員です。

２５日の日に現地立会いをしております。問題ありません。

２０番委員です。

問題ありません。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑等はご

ざいませんでしょうか。

ないようですのでお諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第７４号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

利用権設定に係る農業委員会の決定について」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

７ページをご覧ください。

番号２４、土地の所在地が、財光寺、地目が田、地積が６９４㎡外１筆で、

田の合計が８０３㎡となっております。利用権の種類が賃貸借権設定、期間が

令和３年１２月１日から令和９年１１月３０日の６年間となっております。賃

金は、反当たり玄米３０ｋｇの物納となっております。利用権の設定を受ける

者は、現在１万１，８５６㎡を経営されておりまして、家族数が３、稼働力が

２人となっております。

今回、この案件に関しては新規となっております。利用権の設定をする者か

ら借りてくれる者はいないだろうかというご相談があったところ、利用権の設

定を受ける者が快く引き受けてくださったということで、新規での利用権の設

定をしております。

続きまして、２５番、こちら、土地の所在地が、東郷町となっております
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事務局 が、この地番のうち、一部を利用権の設定を受ける者が借りて、この後、２９

番で同じ地番が出てくるんですけれども、こちら、１つの筆の中にハウスが４

棟建っておりまして、そちらを２棟ずつ借りているということになっておりま

す。

すみません。地積が９，１８３㎡となっているんですけれども、こちらは全

体の面積でして、利用権の設定を受ける者が借りる面積が４，７８０㎡です。

利用権の種類が賃借権設定、期間が令和３年１２月１日から令和１３年１１月

３０日の１０年間となっております。賃金が、こちら４，７８０㎡で、年間１

万７，６００円となっております。主な作物は、こちら施設園芸となっており

ます。利用権の設定を受ける者は、家族数お一人、稼働力がお一人となってお

りまして、この利用権に関しては更新での契約となっております。

続きまして、２６番から２８番。

２６番、土地の所在地が、平岩、地目が田、地積が１，５１４㎡で、利用権

の種類が賃借権設定です。期間は令和３年１２月１日から令和１３年１１月３

０日の１０年間となっております。賃金が、こちらの１筆で１万５，０００円

となっております。

２７番、土地の所在地が、平岩、地目が田、地積が１，１１４㎡で、利用権

の種類が使用貸借権の設定となっております。期間が令和３年１２月１日から

令和１３年１１月３０日の１０年間となっております。

続きまして、２８番、土地の所在地が、平岩、地目が田、地積が１，５２２

㎡、利用権の種類が賃借権の設定となっております。期間が令和３年１２月１

日から令和１３年１１月３０日の１０年間で、この１筆で賃金が９，０００円

となっております。

こちら２６番から２８番全て更新となっております。

続きまして、２９番、２５番でもありましたとおり、こちら東郷町の一部と

いうことで、利用権の設定を受ける者が借りる面積としては４，３８３㎡で

す。利用権の種類は賃借権設定で、令和３年１２月１日から令和１３年１１月

３０日の１０年間となっておりまして、賃金が４，３８３㎡で、年間１万６，

０００円となっております。こちらも同じく施設園芸となっております。利用

権の設定を受ける者は、家族数３人、稼働力がお一人で、こちらの利用権の設

定は更新となっております。

続きまして、番号３０。土地の所在地が、東郷町、地目が田、地積が１，８

２４㎡です。利用権の種類が賃貸借権設定、期間が令和４年１月１日から令和

４年１２月３１日の１年間で、賃金が、反当たりもみ２俵の物納となっており

ます。利用権の設定を受ける者は、現在経営面積が８，２０６㎡で、家族数が

お二人、稼働力がお一人、更新の契約となっております。

続きまして、３１番、３２番まで、利用権の設定受ける者が同じです。

３１番が、東郷町で計３筆で、田の合計が１，５１５㎡です。利用権の種類

が賃借権設定、期間が令和４年１月１日から令和４年１２月３１日の１年間

で、賃金が反当たりもみ２俵の物納となっております。

続きまして、３２番、土地の所在地が東郷町、地目が田、地積が１，５２２

㎡です。利用権の種類が賃借権設定で、期間が令和４年１月１日から１２月３

１日の１年間で、こちらも１０ａ当たりもみ２俵の物納となっております。

続きまして、３３番。土地の所在地が、東郷町、地目が田、地積が１，３２

４㎡外３筆で、田の合計が２，９０１㎡です。利用権の種類が賃借権の設定で

す。期間が、こちらも令和４年１月１日から１２月３１日の１年間で、賃金が

１０ａ当たり６，０００円となっております。

続きまして、１３ページ。

番号が３４番、土地の所在地が、美々津町、地目が田、地積が３，５３５㎡

外１筆で、田の合計が５，７０３㎡です。利用権の種類が賃借権設定、期間が
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事務局

議長

８番委員

２４番委員

議長

４番委員

令和３年１２月１日から令和６年１１月３０日の３年間で、賃金が１０ａ当た

り２万円となっております。利用権の設定を受ける者は、現在経営面積が１万

１，６２６㎡で、家族数がお二人、稼働力がお二人、更新の契約となっており

ます。

続きまして、３５番なんですけれども、こちらの申請を一旦受け付けたんで

すけれども、申請内容に不備がありましたので、受け付けを取消しさせていた

だきました。なので、３５番は欠番ということで、こちら、削除をお願いいた

します。

続きまして、１４ページ。

番号が３６番、土地の所在地が、財光寺、地目が田、地積が１５５㎡外２筆

で、田の合計が９９０㎡です。利用権の種類は賃借権設定です。期間が令和３

年１２月１日から令和９年１１月３０日の６年間で、賃金が１０ａ当たり玄米

３０ｋｇの物納となっております。利用権の設定を受ける者は、経営面積が

７，１４０㎡で、家族数がお二人、稼働力がお一人で、こちらも利用権の設定

をする者から、どなたか借りてくれる方いないだろうかということで、こちら

の利用権の設定を受ける者が快く引き受けてくださったということで、新規で

の利用権の設定となっております。

続きまして、３７番、３８番はどちらも利用権の設定を受ける者が同じで

す。こちらは新規就農者の方になっております。

３７番、土地の所在地が、財光寺、地目が畑、地積が１，５７５㎡となって

おります。利用権の種類は使用貸借権の設定で、期間は令和３年１２月１日か

ら令和１３年１１月３０日の１０年間となっております。こちら、作物として

は果樹となっております。利用権の設定を受ける者は家族数が６人、稼働力が

お二人となっておりまして、こちら新規での契約となっております。現在、３

８番の利用権の設定をする者と親子関係にありまして、利用権の設定をする者

の経営を引き継がれて、こちらで経営を始められたばかりということで、この

経営面積の１万４５７㎡というのは、もともと父が持っていた面積なので、３

８番の今回契約する面積と同じものとなっております。

３８番、土地の所在地が、財光寺の計３筆で、畑の合計が１万４５７㎡で

す。利用権の種類が使用貸借権の設定、期間が令和３年１２月１日から令和１

３年１１月３０日の１０年間となっております。

以上１４件、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号２４、２６、２７、２８担当の８番委員及び２４番委員か

ら、補足があれば説明をお願いします。

８番委員です。

特に問題ありません。

２４番委員です。

問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号２５、２９、３７、３８担当の４番委員及び２８番委員から、補

足があれば説明をお願いします。

４番委員です。

別に問題ありません。



記 録

－１０－

２８番委員

議長

５番委員

２２番委員

議長

１７番委員

議長

７番委員

議長

議長

事務局

２８番委員です。

問題ありません。

ありがとうございました。

次に番号３０、３１、３２、３３担当の５番委員及び２２番委員から、補足

があれば説明をお願いします。

５番委員です。

別にありません。

２２番委員です。

問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号３４担当の１７番委員から、補足があれば説明をお願いします。

１７番委員。

別に問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号３６担当の７番委員及び１５番委員から、補足があれば説明をお

願いします。

７番委員。

問題ありません。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑等はご

ざいませんでしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第７５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

所有権移転に係る農業委員会の決定について」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

１８ページをご覧ください。

番号１３番、所有権の移転を受ける者と所有権の移転をする者は親子関係に

当たります。土地の所在地が、東郷町、地目が田、地積が２，４１８㎡外１１

筆で、田の合計が５，４３８㎡、畑の合計が１万４，３９１㎡です。所有権の

移転の時期は令和３年１２月１日を予定しております。こちら所有権無償での

移転となっております。現在、所有権の移転を受ける者は、ハウス野菜を中心

に、３万４５８㎡を経営されております。家族数は３人、稼働力はお一人とな

っております。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による申請でございまして、

同法第１８条第２項の各号には該当しません。



記 録

－１１－

事務局

議長

１１番委員

１９番委員

議長

議長

事務局

議長

以上１件、皆様のご審議をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号１３担当の１１番委員及び１９番委員から、補足があれば説

明をお願いします。

１１番委員です。

特に問題ありません。

１９番委員。

問題ありません。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑等はご

ざいませんでしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第７６号「農地法第１８条の規定による許可申請について」であ

ります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

２４ページをご覧ください。

農地法第１８条の規定による許可申請について。

申請地として同じなんですけれども、受付番号２５番が公社から借りている

方の、２６番が公社へ貸している方のそれぞれの解約となっております。

２５番、貸人が公益社団法人宮崎県農業振興公社。申請地が、こちらの基盤

整備が終わった後で仮地番になっているんですけれども、所在地が平岩で、地

目が田、面積が５４０㎡外１筆で、田の合計が１，７７５㎡です。成立日、解

約日、引渡し日ともに令和３年１０月２０日で、解約理由が双方の条件不一致

によるものです。

２６番が、借人が公益社団法人宮崎県農業振興公社。こちらも、申請地が平

岩で、地目が田、地積が５４０㎡外１筆で、田の合計が１，７７５㎡です。成

立日、解約日、引渡し日ともに令和３年１０月２０日です。解約理由が双方の

条件不一致によるものです。こちら、この後、貸人含めご親族でこちらの農地

は耕作されていくというふうにお聞きしております。

以上２件、皆様のご審議をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑等はございません

でしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）



記 録

－１２－

議長

事務局

議長

７番委員

９番委員

議長

１４番委員

２５番委員

議長

議長

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第７７号「非農地証明願いについて」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

２７ページをご覧ください。

非農地証明願いについて。

受付番号２４番、土地の所在地、富高、登記地目が畑、現況地目が山林、登

記面積が２９３㎡です。

こちら、事務局と担当委員で現地調査を行ったところ、証明内容にもあると

おり、１０年以上耕作放棄され、かつ将来的にも農地として利用することが困

難な土地であることを確認いたしました。

続きまして、２５番、土地の所在地が、東郷町山陰、登記地目が畑、現況地

目が山林、登記面積が１４４㎡です。

こちらも事務局と担当委員で現地調査を行ったところ、証明内容にもありま

すとおり、１０年以上耕作放棄され、かつ将来的にも農地として使用すること

が困難な土地であることを確認いたしました。

以上２件、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号２４担当の７番委員及び９番委員から、補足があれば説明を

お願いします。

７番委員、

問題ありません。

９番委員。

問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号２５担当の１４番委員及び２５番委員から、補足があれば説明を

お願いします。

１４番委員。

問題ありません。

２５番委員。

問題ありません。

ありがとうございました。

それではただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質問等はござ

いませんでしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第７８号「農地法第３条第１項目的の買受適格証明書について」
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－１３－

議長

事務局

議長

議長

事務局長

であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

３１ページをご覧ください。

農地法第３条第１項目的の買受適格証明願いについてです。

番号５番、土地の所在地が幸脇、畑の合計が１，５７７㎡です。所有者が市

外にお住まいの方外４名で、買受希望者は財光寺にお住まいです。買受希望者

は、現在お勤めしていますが、４，０２０㎡を経営されておりまして、今回こ

の農地を購入いたしまして、合わせると５，５９７㎡となりますので、農地法

３条を申請していただいたときには、こちらを買う資格があるということで証

明をするものです。今回競売に参加するために、この証明が必要ということ

で、証明願を出されたものです。

以上１件、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質問等はございません

でしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

以上をもちまして、議案の審議を終了いたします。

続きまして、報告５４号から第５７号につきまして、事務局長から報告をお

願いします。

それでは、日向市農業委員会事務局規程による受理通知書の交付についてご

報告申し上げます。

まず、報告第５４号「農地法第４条第１項第８号の規定による届出につい

て」であります。議案書では３２ページです。

届出の件数は１件、土地は畑１筆で、面積は１６２㎡でありました。転用目

的につきましては、農業用倉庫となっております。

次に、報告第５５号「農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届

出」であります。議案書では３５ページです。

届出の件数は１３件、土地は、田が３筆、畑１９筆で、面積は全部で５，４

９０．９㎡であります。転用目的につきましては、住宅、その他となっており

ます。

次に、報告第５６号です。これ「取消願」であります。議案書では４２ペー

ジです。

確認申請が受け付けられなかったため、取消しを行った後、再申請を行った

ものが報告第５４号になっております。報告第５４号をする前に、これを取消

したということであります。

次に、報告第５７号「農地法第５条第１項第７項目的の買受適格証明願につ

いて」であります。

記載のものに対して証明書を交付いたしましたので報告いたします。

以上、報告を申し上げます。

以上です。
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－１４－

議長 ありがとうございました。

ただいまの報告につきまして、ご意見、ご質問等はございませんでしょう

か。

ご意見、ご質問もないようですので、これをもちまして全ての会議の日程を

終了しますとともに、議長の任を解かせていただきます。本日は、ご協力あり

がとうございました。


